
 
令和５年４月２７日 

 

電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集の結果 

―重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態の報告制度― 

 

総務省は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案等に対

し、令和５年３月１１日（土）から同年４月１０日（月）までの間、意見募集を行ったところ、２

件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方を公表し

ます。 

 

１ 改正の概要 

「電気通信事業法の一部を改正する法律」（令和４年法律第７０号。以下「改正法」といいます。）

を踏まえ、重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態に関する報告制度を整備するため、

電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号）等の一部を改正するものです。 

 

２ 意見募集の結果 

提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。 

 

３ 公布・施行について  

総務省は、意見募集の結果を踏まえ省令等を制定し、改正法の施行の日（令和５年６月１６日（金））

から本省令等を施行する予定です。 

 

 

【関係報道資料】 

・電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集（令和５年３月１０日（金）） 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000285.html 

 

 

【連絡先】 

総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 

担当：梶原課長補佐、近藤係長、中村官、岡田官 

住所：〒100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2中央合同庁舎 2号館 

電話：03-5253-5862 

E-mail：kikaku_tyousei_atmark_ml.soumu.go.jp 

※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。 

「_atmark_」を「@」に置き換えてください。 
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